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令和５年度及び令和６年度における 

政治資金適正化委員会の活動状況 

 

【令和５年度】 

回数・月日 審議事項等 

第１回・４月１７日 

 

○令和５年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について 

・研修の受講機会の確保の検討、フォローアップ研修の内容の検討

及び参加促進、個別の指導・助言の実施等、主な審議事項の決定 

第２回・８月２５日 

 

○令和４年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言等について 

・個別の指導・助言の取組に係る方針（報告を求める範囲、報告が 

あったものの取扱い）の確認 

第３回・１２月１３日 ○令和６年度研修実施計画等について 

・研修実施計画の決定 

○令和４年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について 

・概要の報告 

第４回・２月２８日 

 

○令和４年分の収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とし

た登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

・対象等の決定 

○令和５年度研修実施計画の追加について 

・個別研修の対象にフォローアップ研修を追加 

○政治資金監査に関する研修実施要領及び政治資金監査実務に関す

るフォローアップ研修実施要領の改正について 

・フォローアップ研修実施方法への個別研修の追加及び当事務局

のファックスの利用廃止に関する改正 

○令和６年度集合研修について 

・開催予定地の決定 

○政治資金監査に関するＱ＆Ａの追加について 

  ・令和６年能登半島地震による被害を受けた国会議員関係政治団

体に係る政治資金監査報告書の記載方法に関するＱ＆Ａの追加 

※その他（報告関係）として、各回において登録政治資金監査人の登録状況等を報告。 
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【令和６年度】 

回数・月日 審議事項等 

第１回・５月２１日 

 

○令和６年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について 

 ・研修の受講機会の確保の検討、フォローアップ研修の内容の検討

及び促進、個別の指導・助言の実施等、主な審議事項の決定 

○政治資金監査に関する研修実施要領及び政治資金監査実務に関す

るフォローアップ研修実施要領の改正について 

・研修単位等に係る認定手続きのワンストップ化に関する改正 

○今後の個別の指導・助言のあり方に係る具体的手法について 

・今後の個別の指導・助言のあり方の具体的手法に係る論点を整理 

○政治資金監査に関するＱ＆Ａの追加について  

 ・政治団体の事務職員がコード決済を利用した立替払いにより物品

を購入した場合の収支報告書等の記載方法に関するＱ＆Ａの追加 

○フォローアップ研修参加申込者からの質問等について 

 ・質問等に対する回答の報告 

○令和５年度フォローアップ研修参加者アンケート結果について 

・参加者アンケート結果の報告 

第２回・７月２６日 ○政治資金規正法の改正について 

 ・政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第６４号）

の概要について説明 

第３回・９月９日 ○政治資金監査マニュアルの改定について 

 ・政治資金監査マニュアル改定に係る今後のスケジュールについて

説明 

○令和５年分収支報告書に係る政治資金監査報告書に関する照会に

ついて 

・現に政治資金監査を実施している登録政治資金監査人の人数及

びその士業ごとの内訳を把握するための照会について説明 

第４回・１１月５日 ○政治資金監査マニュアルの改定について 

・政治資金監査マニュアル改定案の全体イメージについて説明 
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第５回・１２月１８日 

 

○令和７年度研修実施計画等について 

 ・研修実施計画の決定 

○令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言等について 

 ・個別の指導・助言の取組に係る方針（報告を求める範囲、報告が 

あったものの取扱い）の確認 

○令和５年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について 

 ・概要の報告 

第６回・３月６日 ○令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査報告書に関す

る調査結果について 

 ・調査結果の報告 

○令和５年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とした

登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

 ・対象等の決定 

○令和７年度集合研修について 

・開催予定地の決定 

○政治資金監査に関する研修実施要領及び政治資金監査実務に関す

るフォローアップ研修実施要領の改正について 

 ・小テストの実施のとりやめ及び税理士の研修受講義務に係る研修 

時間への算入手続の変更に関する改正 

○政治資金規正法の改正等について 

 ・昨年１２月に成立した政治資金規正法の一部を改正する法律（令 

和７年法律第１号）等の要綱等について説明 

※その他（報告関係）として、各回において登録政治資金監査人の登録状況等を報告。 


